
亀山市告示第１７号 

 亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第１３１号）第８

条第１項の規定により排水設備指定工事店を指定したので、同条例

第１０条第３項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２９年２月８日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

指定番号 
氏名又は名

称 
代表者氏名 

住所又は所

在地 

指定の有効

期間 

第４３８号 阪口管工業 阪口 康弘 松阪市外五

曲町１１６

番地６ 

平成２９年

１月３１日

か ら 平 成

３１年９月

３０日まで 

 


